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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トナーからなる画像が形成される像担持体と、
　前記像担持体に形成された画像を記録材に転写させる転写手段と、
　一面目に画像が転写された記録材の二面目に画像を転写するために前記転写手段に記録
材を搬送する両面搬送手段と、
　前記像担持体に先行して形成された第１の画像と、前記第１の画像に続いて前記像担持
体に形成される第２の画像との間である画像間領域にパッチを形成する動作を制御する制
御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記第２の画像が記録材の一面目に転写される画像であれば、前記画
像間領域に前記パッチを形成することを許可し、前記第２の画像が記録材の二面目に転写
される画像であり、更に画像が転写される記録材の種類又は表面性が所定の条件を満たす
場合に、前記画像間領域に前記パッチを形成することを禁止することを特徴とする画像形
成装置。
【請求項２】
　トナーからなる画像が形成される像担持体と、
　前記像担持体に形成された画像を記録材に転写させる転写手段と、
　一面目に画像が転写された記録材の二面目に画像を転写するために前記転写手段に記録
材を搬送する両面搬送手段と、
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　前記像担持体に先行して形成された第１の画像と、前記第１の画像に続いて前記像担持
体に形成される第２の画像との間である画像間領域にパッチを形成する動作を制御する制
御手段と、
を有する画像形成装置であって、
　前記画像形成装置は、使用する記録材の種類が異なる複数の画像形成モードを有し、
　前記制御手段は、前記第２の画像が記録材の一面目に転写される画像であれば、前記画
像間領域に前記パッチを形成することを許可し、前記第２の画像が記録材の二面目に転写
される画像であり、更に所定の画像形成モードが選択されている場合に、前記画像間領域
に前記パッチを形成することを禁止することを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、更に前記第２の画像が二面目に転写される記録材の一面目に転写され
た画像が所定の条件を満たす場合に、前記画像間領域に前記パッチを形成することを禁止
することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記所定の条件を満たすか否かを、前記第２の画像が二面目に転写さ
れる記録材の一面目に転写された画像のうち、前記パッチに接触する位置の前記転写手段
が接触する所定位置の画像が、前記所定の条件を満たすか否かにより判断することを特徴
とする請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記所定の条件として、前記第２の画像が二面目に転写される記録材の一面目に転写さ
れた画像のトナー載り量が所定の閾値以上の場合に、前記画像間領域に前記パッチを形成
することを禁止することを特徴とする請求項３又は４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、更に当該画像形成装置内に配置された温度又は湿度を検出するセンサ
の出力が所定の条件を満たす場合に、前記画像間領域に前記パッチを形成することを禁止
することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、更に前記転写手段の使用量が所定の条件を満たす場合に、前記画像間
領域に前記パッチを形成することを禁止することを特徴とする請求項１～６のいずれか一
項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記画像間領域の前記パッチの位置が前記転写手段により画像が記録材に転写される位
置を通過してから前記転写手段が一回転するまでの間に、後続の記録材が前記転写手段に
より画像が記録材に転写される位置に到達することを特徴とする請求項１～７のいずれか
一項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記像担持体は、画像が転写される中間転写体、或いは感光ドラムであることを特徴と
する請求項１～８のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記パッチを検知する検知手段を備え、
　前記制御手段は、前記検知手段で検知された結果に基づき、画像を形成する際の画像形
成条件を制御することを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記パッチは、画像濃度を調整するために用いられる画像であることを特徴とする請求
項１～１０のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　トナーからなる画像が形成される像担持体と、
　前記像担持体に形成された画像を記録材に転写させる転写手段と、
　一面目に画像が転写された記録材の二面目に画像を転写するために前記転写手段に記録
材を搬送する両面搬送手段と、
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　前記像担持体に先行して形成された第１の画像と、前記第１の画像に続いて前記像担持
体に形成される第２の画像との間である画像間領域にパッチを形成する動作を制御する制
御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記第２の画像が記録材の一面目に転写される画像である場合は、前
記画像間領域に前記パッチを形成させ、前記第２の画像が記録材の二面目に転写される画
像であり、更に画像が転写される記録材の種類又は表面性が所定の条件を満たす場合に、
前記画像間領域に前記パッチを形成させないことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１３】
　トナーからなる画像が形成される像担持体と、
　前記像担持体に形成された画像を記録材に転写させる転写手段と、
　一面目に画像が転写された記録材の二面目に画像を転写するために前記転写手段に記録
材を搬送する両面搬送手段と、
　前記像担持体に先行して形成された第１の画像と、前記第１の画像に続いて前記像担持
体に形成される第２の画像との間である画像間領域にパッチを形成する動作を制御する制
御手段と、
を有する画像形成装置であって、
　前記画像形成装置は、使用する記録材の種類が異なる複数の画像形成モードを有し、
　前記制御手段は、前記第２の画像が記録材の一面目に転写される画像である場合は、前
記画像間領域に前記パッチを形成させ、前記第２の画像が記録材の二面目に転写される画
像であり、更に所定の画像形成モードが選択されている場合に、前記画像間領域に前記パ
ッチを形成させないことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１４】
　前記制御手段は、更に前記第２の画像が二面目に転写される記録材の一面目に転写され
た画像が所定の条件を満たす場合に、前記画像間領域に前記パッチを形成させないことを
特徴とする請求項１２又は１３に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記制御手段は、前記所定の条件を満たすか否かを、前記第２の画像が二面目に転写さ
れる記録材の一面目に転写された画像のうち、前記パッチに接触する位置の前記転写手段
が接触する所定位置の画像が、前記所定の条件を満たすか否かにより判断することを特徴
とする請求項１４に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　前記所定の条件として、前記第２の画像が二面目に転写される記録材の一面目に転写さ
れた画像のトナー載り量が所定の閾値以上の場合に、前記画像間領域に前記パッチを形成
させないことを特徴とする請求項１４又は１５に記載の画像形成装置。
【請求項１７】
　前記制御手段は、更に当該画像形成装置内に配置された温度又は湿度を検出するセンサ
の出力が所定の条件を満たす場合に、前記画像間領域に前記パッチを形成させないことを
特徴とする請求項１２～１６のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１８】
　前記制御手段は、更に前記転写手段の使用量が所定の条件を満たす場合に、前記画像間
領域に前記パッチを形成させないことを特徴とする請求項１２～１７のいずれか一項に記
載の画像形成装置。
【請求項１９】
　前記画像間領域の前記パッチの位置が前記転写手段により画像が記録材に転写される位
置を通過してから前記転写手段が一回転するまでの間に、後続の記録材が前記転写手段に
より画像が記録材に転写される位置に到達することを特徴とする請求項１２～１８のいず
れか一項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、電子写真方式を利用した複写機、プリンタ、ファクシミリ装置などの画像形
成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、所定のタイミングで、試験的にトナーで形成されたパッチ画像（以下、単に「パ
ッチ」ともいう。）の濃度を読み取って、画像形成条件を調整することが行われている。
【０００３】
　生産性を重視した画像濃度調整として、いわゆる紙間に形成されたパッチ（以下、「紙
間パッチ」ともいう。）の濃度を読み取り、プリント中の濃度変動を逐次調整する方法（
以下、「紙間濃度調整」という。）が知られている（特許文献１）。尚、紙間とは、複数
ページからなるプリントジョブ中の一のページと次のページとの間のタイミング、即ち、
連続画像形成中の一の画像と次の画像との間の期間のことをいう。又、ジョブとは、一の
プリント命令による単数又は複数の記録材に対する一連の画像形成動作である。
【０００４】
　ここで、電子写真方式の画像形成装置として、トナー像を中間転写体上に順次重ね合わ
せて一次転写した後に、一括して記録材に二次転写する中間転写方式の画像形成装置があ
る。中間転写体としては、一般に、無端状の中間転写ベルトが用いられる。又、中間転写
ベルトから記録材にトナー像を転写させる二次転写手段としては、中間転写ベルトに接触
して回転するローラ型の二次転写部材である二次転写ローラが広く用いられている。この
中間転写方式の画像形成装置において紙間濃度調整を行う場合、中間転写ベルト上に紙間
パッチが形成される。
【０００５】
　中間転写方式の画像形成装置における紙間濃度調整では、中間転写ベルト上へ転写され
た紙間パッチが、中間転写ベルトと二次転写ローラとが接触する二次転写部を通過する。
そして、その際に、紙間パッチのトナーの一部が二次転写ローラの表面に転移し、二次転
写ローラの表面を汚してしまうことが懸念される。二次転写ローラの表面がトナーで汚れ
ると、それがプリント物に付着してしまい、画像品位が低下する虞がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１０９２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記問題に対し、そもそも二次転写ローラを汚さないようにするために、紙間で二次転
写ローラを中間転写ベルトから離間させる方法がある。しかし、この方法は、中間転写ベ
ルトに対する二次転写ローラの離間及び当接動作に時間がかかるため、生産性の観点では
不利である。
【０００８】
　又、トナーが通過した後に交番電界を二次転写部に形成して、二次転写ローラに付着し
たトナーを中間転写ベルトに再転移させることで、二次転写ローラの汚染防止を図る方法
がある。しかし、この方法もやはり動作を完了させるために時間を要し、生産性の観点で
好ましくない。
【０００９】
　また、上記課題は、二次転写ローラに限らず、トナー汚れが発生する回転体に関して、
いえる。
【００１０】
　従って、本発明の目的は、連続画像形成中の一の画像と次の画像との間に形成される試
験用画像による記録材（プリント物）の汚れを抑制しつつ、生産性、濃度安定性の向上を
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図ることのできる画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的は本発明に係る画像形成装置にて達成される。要約すれば、本発明は、トナー
からなる画像が形成される像担持体と、前記像担持体に形成された画像を記録材に転写さ
せる転写手段と、一面目に画像が転写された記録材の二面目に画像を転写するために前記
転写手段に記録材を搬送する両面搬送手段と、前記像担持体に先行して形成された第１の
画像と、前記第１の画像に続いて前記像担持体に形成される第２の画像との間である画像
間領域にパッチを形成する動作を制御する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記第
２の画像が記録材の一面目に転写される画像であれば、前記画像間領域に前記パッチを形
成することを許可し、前記第２の画像が記録材の二面目に転写される画像であり、更に画
像が転写される記録材の種類又は表面性が所定の条件を満たす場合に、前記画像間領域に
前記パッチを形成することを禁止することを特徴とする画像形成装置である。
　本発明の他の態様によると、トナーからなる画像が形成される像担持体と、前記像担持
体に形成された画像を記録材に転写させる転写手段と、一面目に画像が転写された記録材
の二面目に画像を転写するために前記転写手段に記録材を搬送する両面搬送手段と、前記
像担持体に先行して形成された第１の画像と、前記第１の画像に続いて前記像担持体に形
成される第２の画像との間である画像間領域にパッチを形成する動作を制御する制御手段
と、を有する画像形成装置であって、前記画像形成装置は、使用する記録材の種類が異な
る複数の画像形成モードを有し、前記制御手段は、前記第２の画像が記録材の一面目に転
写される画像であれば、前記画像間領域に前記パッチを形成することを許可し、前記第２
の画像が記録材の二面目に転写される画像であり、更に所定の画像形成モードが選択され
ている場合に、前記画像間領域に前記パッチを形成することを禁止することを特徴とする
画像形成装置が提供される。
【００１２】
　本発明の他の態様によると、トナーからなる画像が形成される像担持体と、前記像担持
体に形成された画像を記録材に転写させる転写手段と、一面目に画像が転写された記録材
の二面目に画像を転写するために前記転写手段に記録材を搬送する両面搬送手段と、前記
像担持体に先行して形成された第１の画像と、前記第１の画像に続いて前記像担持体に形
成される第２の画像との間である画像間領域にパッチを形成する動作を制御する制御手段
と、を有し、前記制御手段は、前記第２の画像が記録材の一面目に転写される画像である
場合は、前記画像間領域に前記パッチを形成させ、前記第２の画像が記録材の二面目に転
写される画像であり、更に画像が転写される記録材の種類又は表面性が所定の条件を満た
す場合に、前記画像間領域に前記パッチを形成させないことを特徴とする画像形成装置が
提供される。
　本発明の他の態様によると、トナーからなる画像が形成される像担持体と、前記像担持
体に形成された画像を記録材に転写させる転写手段と、一面目に画像が転写された記録材
の二面目に画像を転写するために前記転写手段に記録材を搬送する両面搬送手段と、前記
像担持体に先行して形成された第１の画像と、前記第１の画像に続いて前記像担持体に形
成される第２の画像との間である画像間領域にパッチを形成する動作を制御する制御手段
と、を有する画像形成装置であって、前記画像形成装置は、使用する記録材の種類が異な
る複数の画像形成モードを有し、前記制御手段は、前記第２の画像が記録材の一面目に転
写される画像である場合は、前記画像間領域に前記パッチを形成させ、前記第２の画像が
記録材の二面目に転写される画像であり、更に所定の画像形成モードが選択されている場
合に、前記画像間領域に前記パッチを形成させないことを特徴とする画像形成装置が提供
される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、連続画像形成中の一の画像と次の画像との間に形成される試験用画像
による記録材（プリント物）の汚れを抑制しつつ、生産性、濃度安定性の向上を図ること
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ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】画像形成装置の全体構成を示す断面図である。
【図２】画像形成装置のシステム構成を説明するための機能ブロック図である。
【図３】画像形成装置が備える濃度センサの模式図である。
【図４】画像形成装置における紙間濃度調整に用いる紙間パッチの配置を示す模式図であ
る。
【図５】画像形成装置における中間転写ベルト上の紙間パッチの模式図である。
【図６】画像形成装置における紙間パッチの配置と記録材（プリント物）の汚れの発生位
置を示す模式図である。
【図７】紙間濃度調整のフローチャート図である。
【図８】紙間濃度調整における紙間パッチ形成可否判断処理のフローチャート図である。
【図９】紙間濃度調整における紙間パッチ形成可否判断処理の一例のフローチャート図で
ある。
【図１０】紙間濃度調整における紙間パッチ形成可否判断処理の他の例のフローチャート
図である。
【図１１】他の紙間濃度調整における紙間パッチ形成可否判断処理のフローチャート図で
ある。
【図１２】他の紙間濃度調整における紙間パッチ形成可否判断処理のフローチャート図で
ある。
【図１３】画像形成装置の他の例の要部の概略構成を示す断面図である。
【図１４】画像形成装置の更に他の例の要部の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る画像形成装置を図面に則して更に詳しく説明する。ただし、以下の
実施例に記載される構成部品の寸法、材質、形状それらの相対配置などは、本発明が適用
される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、本発明の範囲を以下
の実施例に限定する趣旨のものではない。
【００１６】
　実施例１
　１．画像形成装置の全体的な構成及び動作
　図１は、本発明の一実施例に係る画像形成装置１００の全体構成を示す断面図である。
本実施例の画像形成装置１００は、電子写真方式を利用してフルカラー画像を形成するこ
とのできる、中間転写方式を採用したタンデム型のＡ３サイズ対応のレーザービームプリ
ンターである。
【００１７】
　画像信号は、画像形成装置１００に直接接続されるか若しくはネットワークを介して接
続されたホストコンピュータから、プリンタコントローラ３０２（図２）を介して、画像
形成手段としての画像形成部３０７に送信される。或いは、画像信号は、オペレーション
パネル３０３（図２）上から、プリンタコントローラ３０２（図２）を介して、画像形成
手段としての画像形成部３０７に送信される。
【００１８】
　画像形成部３０７は、それぞれがイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブ
ラック（Ｋ）の各色の画像を形成する複数のステーションＳＹ、ＳＭ、ＳＣ、ＳＫを有す
る。本実施例では、各ステーションＳＹ、ＳＭ、ＳＣ、ＳＫの構成及び動作は、使用する
現像剤を除いて実質的に同一である。従って、以下、特に区別を要しない場合は、いずれ
かのステーションに係る要素であることを表す符号の添え字Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋは省略して、
総括的に説明する。
【００１９】
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　ステーションＳは、トナー像を担持可能な像担持体としてのドラム型の電子写真感光体
（感光体）、即ち、感光ドラム５０を有する。感光ドラム５０は、駆動手段としての駆動
モータにより図中矢印方向（時計回り）に回転可能とされている。感光ドラム５０の周囲
には、その回転方向に沿って順に、次の各手段が設けられている。先ず、接触型の帯電手
段としてのローラ型の帯電部材である帯電ローラ５２である。次に、露光手段としての露
光装置（レーザースキャナ）５１である。次に、現像手段としての現像装置５３である。
次に、一次転写手段としての回転可能なローラ型の一次転写部材である一次転写ローラ５
４である。次に、感光体クリーニング手段としてのドラムクリーニング装置５５である。
帯電ローラ５２は、感光ドラム５０の表面に接触して回転する。各現像装置５３Ｙ、５３
Ｍ、５３Ｃ、５３Ｋには、それぞれイエロートナー、マゼンタトナー、シアントナー、ブ
ラックトナーが収納されている。
【００２０】
　又、各ステーションＳの感光ドラム５０と対向するように、中間転写体としての無端状
の中間転写ベルト４０が配置されている。上の説明で感光ドラム５０が像担持体として機
能することを説明したが、この中間転写ベルト４０もトナー像を担持可能な像担持体とし
て機能する。また、中間転写ベルト４０は、支持部材としての複数のローラとして、駆動
ローラ４１、テンションローラ４２及び従動ローラ４３に張架されている。中間転写ベル
ト４０は、駆動ローラ４１が駆動手段としての駆動モータによって駆動されることにより
、図中矢印方向（反時計回り）に回転可能とされている。上記一次転写ローラ５４は、中
間転写ベルト４０の内周面側において、各ステーションＳの感光ドラム５０と対向する位
置に配置されている。一次転写ローラ５４は、中間転写ベルト４０を介してして感光ドラ
ム５０に押圧され、感光ドラム５０と中間転写ベルト４０とが接触する一次転写部（一次
転写ニップ）Ｎ１を形成する。又、中間転写ベルト４０の外周面側には、駆動ローラ４１
に対向する位置に、二次転写手段としての回転可能なローラ型の二次転写部材（転写回転
体）である二次転写ローラ６０が配置されている。二次転写ローラ６０は、中間転写ベル
ト４０を介して駆動ローラ４１に押圧されており、二次転写ローラ６０と中間転写ベルト
４０とが接触する二次転写部（二次転写ニップ）Ｎ２を形成する。
【００２１】
　記録材Ｐに転写して出力する出力画像の形成動作時には、帯電ローラ５２に帯電バイア
スとしての直流電圧が印加され、感光ドラム５０の表面は一様に帯電される。そして、帯
電した感光ドラム５０の表面は、露光装置５１によって、画像信号に基づいて変調された
レーザー光で走査露光される。これにより、感光ドラム５０上に、静電潜像（静電像）が
形成される。この静電潜像は、現像装置５３によって現像剤としてのトナーで現像される
。このとき、現像装置５３が備える現像剤担持体としての現像ローラには、現像バイアス
としての直流電圧が印加される。これにより、感光ドラム５０の表面にトナー像が形成さ
れる。本実施例では、イメージ露光と反転現像により、トナー像が形成される。即ち、一
様に帯電した後に露光装置５１により露光されて電位の絶対値が低下した感光ドラム５０
上の画像部に、感光ドラム５０の帯電極性（本実施例では負極生）と同極性に帯電したト
ナーが付着される。
【００２２】
　例えばフルカラー画像の形成時には、各感光ドラム５０Ｙ、５０Ｍ、５０Ｃ、５０Ｋ上
に形成された各色のトナー像は、各一次転写部Ｎ１において、中間転写ベルト４０に順次
重ね合わせて一次転写される。このとき、各一次転写ローラ５４Ｙ、５４Ｍ、５４Ｃ、５
４Ｋには、一次転写バイアスとしての直流電圧が印加される。本実施例ではトナーの正規
の帯電極性は負極性であり、一次転写バイアスとしては正極性の直流電圧が用いられる。
【００２３】
　一次転写時に感光ドラム５０上に残ったトナーは、ドラムクリーニング装置５５により
除去される。
【００２４】
　記録材Ｐは、給紙ローラ３１により給紙され、フィード・リタードローラ対３２、搬送
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ローラ対３３により搬送され、駆動が停止されているレジストローラ対３４に突き当たる
まで搬送される。記録材Ｐは、レジストローラ対３４により斜行が補正された後、所定の
タイミングで二次転写部Ｎ２へ搬送される。そして、二次転写部Ｎ２において、中間転写
ベルト４０上のトナー像は記録材Ｐに二次転写される。このとき、二次転写ローラ６０に
は、二次転写バイアスとしての直流電圧が印加される。本実施例では、二次転写バイアス
としては正極性の直流電圧が用いられる。又、本実施例では、二次転写ローラ６０は中間
転写ベルト４０に従動して回転する。このように、二次転写ローラ６０は、回転可能であ
り二次転写部Ｎ２において中間転写ベルト４０との間で記録材Ｐを挟持して搬送しながら
中間転写ベルト４０から記録材Ｐにトナーを転写させる転写回転体である。
【００２５】
　尚、記録材Ｐへの二次転写時には、二次転写ローラ６０には、画像形成装置１００の使
用環境及び各プリントモードに応じて所定の転写電流となる正極性の直流電圧が選択され
て印加される。又、連続プリントジョブ中の紙間及びジョブ終了後には、二次転写ローラ
６０には、負極性の直流バイアスが印加される。これにより、中間転写ベルト４０が記録
材Ｐを介さずに直接二次転写ローラ６０に当接する場合に、中間転写ベルト４０上のトナ
ーが二次転写ローラ６０に転移するのを、電気的に押し戻すことで緩和している。
【００２６】
　二次転写時に中間転写ベルト４０上に残ったトナーは、中間転写体クリーニング手段と
してのベルトクリーニング装置４４により除去される。
【００２７】
　トナー像が二次転写された記録材Ｐは、二次転写ローラ６０と中間転写ベルト４０とに
より、定着手段としての定着器６１に搬送される。定着器６１では、記録材Ｐは、定着ロ
ーラ６２と加圧ローラ６３とに狭持されて搬送され、その上へのトナー像の定着が行なわ
れる。定着器６１を通過した記録材Ｐは、定着排紙ローラ対６４、排紙ローラ対６５によ
って搬送され、排紙トレー６６上に排出されて積載される。
【００２８】
　ここで、プリンタコントローラ３０２（図２）から画像形成部３０７に両面プリントの
命令があった場合には、一面目に画像が形成された記録材Ｐは、両面搬送手段によって、
再度、二次転写部Ｎ２へと搬送される。即ち、記録材Ｐは、排紙ローラ対６５で搬送方向
が逆転され、図１中の右端の両面プリント用の両面搬送路７０を経由して、再び、駆動が
停止されているレジストローラ対３４に突き当たるまで搬送される。本実施例では、排紙
ローラ対６５、両面搬送路７０などによって両面搬送手段が構成される。画像形成装置の
両面プリントにおいては、両面プリントのスループットを確保するために、一面目の画像
形成を終えた記録材を両面搬送路に待機させることが一般的である。本実施例の画像形成
装置１００では、Ａ４サイズの記録材Ｐを横送りで搬送（記録材Ｐの短手方向に沿って搬
送）して両面プリントする場合に、両面搬送路７０に記録材Ｐを二枚待機させることが可
能である。つまり、記録材Ｐの一面目の画像形成を二枚続けて行った後、記録材Ｐの二面
目の画像形成を二枚続けて行う。その後も同様に、次の記録材Ｐが搬送されて、一面目の
画像形成を二枚続けて行った後、二面目の画像形成を二枚続けて行う。このように両面搬
送路７０に記録材Ｐを二枚待機させる構成であれば、紙間を片面プリントの場合と同一に
でき、結果として片面プリントと同一のスループットを達成することができる。
【００２９】
　又、画像形成装置１００には、様々な使用環境下でも安定したプリントを可能とするた
めに、各種センサが設置されている。代表的なものとして、メディアセンサ８８、温湿度
センサ８９、濃度兼色ずれセンサ（以下、単に「濃度センサ」という。）９０がある。
【００３０】
　メディアセンサ８８は、記録材Ｐの種類及び／又は表面性を検出するものであってよい
。本実施例では、メディアセンサ８８は、レジストローラ対３４よりも記録材Ｐの搬送方
向の上流に配置され、レジストローラ対３４で一旦静止した記録材Ｐの明度情報や表面粗
さ情報を検出する。そして、メディアセンサ８８は、記録材Ｐの平滑度合いを求め、その
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結果を画像形成装置制御部（以下、「ＣＰＵ」という。）３０６（図２）へ返す。これに
より、ＣＰＵ３０６は記録材Ｐの種類を判別し、最適なプリントモードを選択する。
【００３１】
　又、温湿度センサ８９は、画像形成装置１００の内部及び／又は外部の温度及び／又は
湿度を検出するものであってよい。本実施例では、温湿度センサ８９は、画像形成装置１
００の装置本体の前面に向かって左側（図１中の左側）の外装のすぐ内側に配置され、画
像形成装置１００内や画像形成装置１００の周囲の雰囲気温度及び湿度を検出する。一般
に、電子写真方式の画像形成装置は、温度及び湿度によって成果物の品位が変化するため
、これらの情報に基づいて、帯電バイアスや転写バイアスなどの画像形成条件（プロセス
条件）を、適宜、最適な値に変更している。又、濃度センサ９０は、各色間の色ずれ及び
画像濃度を計測するための光学センサである。濃度センサ９０は、中間転写ベルト４０の
搬送方向（移動方向）と直交する方向（スラスト方向）の２か所に配置されている。本実
施例の画像形成装置１００は、記録材Ｐに画像を形成して出力する通常のプリント動作と
は別に、画像濃度を調整する濃度調整動作を行う。例えば、画像形成部３０７の部品の交
換や所定枚数（本実施例では１０００枚）のプリント毎などの所定のタイミングで、濃度
調整動作が行われる。濃度調整動作では、中間転写ベルト４０上に形成した複数階調の試
験用画像であるパッチを濃度センサ９０で読み取り、濃度階調特性の調整を行って、入力
信号に対して所望の濃度の出力ができるようにする。
【００３２】
　本実施例では、ＣＰＵ３０６が、中間転写体上の連続する出力画像の間の画像間領域（
紙間領域）にトナーからなる試験用画像を形成する動作を制御する制御手段を構成する。
【００３３】
　２．画像形成装置の機能ブロック
　図２は、画像形成装置１００のシステム構成を説明するための機能ブロック図である。
プリンタコントローラ３０２は、ホストコンピュータ３０１又はオペレーションパネル３
０３と相互に通信が可能となっていると共に、エンジン制御部３０４と相互に通信が可能
となっている。プリンタコントローラ３０２は、ホストコンピュータ３０１又はオペレー
ションパネル３０３から通常のプリントの画像情報とプリント命令を受け取る。そして、
プリンタコントローラ３０２は、受け取った画像情報を解析してビットデータに変換し、
ビデオインターフェイス部３０５を介して、記録材Ｐ毎にプリント予約コマンド、プリン
ト開始コマンド、及びビデオ信号を、エンジン制御部３０４に送出する。そして、プリン
タコントローラ３０２は、エンジン制御部３０４へ、ホストコンピュータ３０１からのプ
リント命令に従ってプリント予約コマンドを送信し、プリント可能な状態となったタイミ
ングで、エンジン制御部３０４へプリント開始コマンドを送信する。エンジン制御部３０
４は、プリンタコントローラ３０２からのプリント開始コマンドを受信後、プリント動作
を開始する。
【００３４】
　具体的には、ＣＰＵ３０６が、プリンタコントローラ３０２からビデオインターフェイ
ス部３０５を介して受信した情報に基づき、画像形成部３０７を制御し、指定されたプリ
ント動作を完了させる。又、ＣＰＵ３０６は、前述の各種センサの制御、該各種センサを
用いた動作の制御を行う役割も担っている。例えば、ＣＰＵ３０６は、濃度センサ９０を
制御する色ずれ・濃度制御部３０８を制御し、濃度センサ９０で検出するための紙間パッ
チを形成する手段としての役割も果たしている。又、ＣＰＵ３０６は、上記のプリント動
作時又は濃度調整時に、ＲＡＭ３０９又はＲＯＭ３１０を参照し、又その情報を更新する
。ＲＡＭ３０９には、例えば、濃度センサ９０の検出結果が格納され、ＲＯＭ３１０には
、プリントモード毎の画像形成部３０７の設定値が格納されている。
【００３５】
　３．紙間パッチ濃度検出手段としての濃度センサの構成
　次に、本実施例において連続プリントジョブ中の紙間濃度調整で紙間パッチの濃度を検
出する検出手段としての濃度センサ９０の構成について説明する。図３は、濃度センサ９
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０の構成を説明するための模式図である。
【００３６】
　図３に示すように、濃度センサ９０は、中間転写ベルト４０及び紙間パッチ９４に正対
する位置に配置されている。濃度センサ９０は、発光素子９１と、第１、第２の受光素子
９２ａ、９２ｂとを有する。本実施例では、発光素子９１としての照射用ＬＥＤには、赤
外光を照射するローム株式会社製　ＳＩＲ－３４ＳＴ３Ｆを使用した。又、本実施例では
、第１、第２の受光素子９２ａ、９２ｂとしてのフォトトランジスタには、いずれも赤外
光に受光感度を有するローム株式会社製　ＲＰＴ－３７ＰＢ３Ｆを使用した。発光素子９
１は、中間転写ベルト４０の表面に、中間転写ベルト４０の鉛直方向から４５°の角度で
赤外光を照射する。そして、第１、第２の受光素子９２ａ、９２ｂは、上記照射角度に対
して、中間転写ベルト４０の鉛直方向からそれぞれ０°、－４５°の角度に配置されてい
る。第１、第２の受光素子９２ａ、９２ｂは、それぞれ中間転写ベルト４０の表面又は中
間転写ベルト４０上の紙間パッチ９４からの乱反射光、正反射光を受光する。このように
、乱反射光強度と正反射光強度の両方を検出することにより、高濃度から低濃度までのパ
ッチの濃度を検出することができる。
【００３７】
　４．紙間パッチの配置
　図４は、本実施例における紙間濃度調整に用いる紙間パッチの配置を説明するための模
式図である。図１の画像形成装置を上方から見た場合の中間転写ベルト４０上における紙
間パッチの形成様子を模式的に示したものである。
【００３８】
　図４に示すように、中間転写ベルト４０上に形成された連続プリントジョブ中のＮ－１
個目画像とＮ個目画像との間の紙間領域（画像間領域）ＰＧに、４個（１色につき１個ず
つ）の紙間パッチが形成される。同図に示すように、本実施例では、紙間パッチとして、
中間転写ベルト４０の搬送方向と直交する方向（スラスト方向）における２か所に２個ず
つの紙間パッチが形成される。より詳細には、スラスト方向の一方の端部側にイエローの
パッチ（ＧＰ－Ｙ）とマゼンタのパッチ（ＧＰ－Ｍ）が、又他方の端部側にシアンのパッ
チ（ＧＰ－Ｃ）とブラックのパッチ（ＧＰ－Ｋ）が、それぞれ中間転写ベルト４０の搬送
方向に整列して形成される。
【００３９】
　各色のパッチは、濃度センサ９０の検出スポットがパッチの中央部と重なるように配置
されている。又、中間転写ベルト４０の搬送方向においては、各色のパッチは、前後の画
像間の領域である紙間領域（画像間領域）の長さＰＧにおいて、次のように配置されてい
る。即ち、Ｎ－１個目画像と前方側のパッチ（ＧＰ－Ｙ、ＧＰ－Ｃ）との間隔Ａ、前方側
のパッチと後方側のパッチ（ＧＰ－Ｍ、ＧＰ－Ｋ）との間隔Ｂ、後方側のパッチとＮ個目
画像の先端との間隔Ｃが、均等となるように配置されている。又、スラスト方向において
は、４個の紙間パッチはいずれも、画像形成装置１００において使用可能な最大の記録材
Ｐの幅ＰＷの内側に配置されている。これは、本実施例の濃度センサ９０が、色ずれ補正
用のセンサを兼ねているため、使用可能な最大の記録材の幅ＰＷに対しても色ずれの性能
を確保するための配置上の制約があるからである。
【００４０】
　５．紙間パッチの検出
　図５は、本実施例における中間転写ベルト４０上の紙間パッチを示す模式図である。Ｙ
方向位置と示した方向が、中間転写ベルト４０の搬送方向と一致している。斜線部は、濃
度センサ９０で紙間パッチの濃度を精度よく検出するために必要な被濃度検出領域である
。本実施例では、この被濃度検出領域は、中間転写ベルト４０の搬送方向の寸法×スラス
ト方向の寸法が、１０ｍｍ×１０ｍｍである。又、紙間パッチの実際にトナーが載ってい
るパッチトナー領域は、次の点を考慮して、被濃度検出領域よりも十分に大きく設定され
ている。即ち、濃度センサ９０の取り付け精度、中間転写ベルト４０のスラスト方向の寄
り、中間転写ベルト４０の搬送方向における画像形成位置のずれなどである。本実施例で
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は、このパッチトナー領域は、中間転写ベルト４０の搬送方向の寸法×スラスト方向の寸
法が、１２ｍｍ×１５ｍｍに設定されている。濃度センサ９０は、斜線部の被濃度検出領
域で複数回にわたりパッチの濃度を検出して検出出力を得て、その検出出力を平均化する
。これにより、パッチ内の濃度ムラ及び濃度センサ９０自体のランダムノイズをキャンセ
ルし、検出精度を向上することができる。ＣＰＵ３０６は、上述のようにして求めた中間
転写ベルト４０の表面からの正味の正反射光量と、パッチからの正味の正反射光量との比
から、パッチの濃度を算出する。
【００４１】
　６．記録材（プリント物）の汚れ
　本実施例では、紙間領域の長さＰＧは５５ｍｍである。一方、本実施例では、二次転写
ローラ６０の周長は７５．４ｍｍである。即ち、本実施例では、紙間領域の長さＰＧは、
二次転写ローラ６０の周長よりも短い。そのため、紙間パッチから二次転写ローラ６０に
付着したトナーが、後続の画像を転写するための記録材Ｐの裏に再転移し、記録材（プリ
ント物）の汚れ（ここでは、「裏汚れ」ともいう。）となってしまうことがある。
【００４２】
　本実施例の画像形成装置１００では、紙間領域が二次転写部Ｎ２を通過する際には二次
転写ローラ６０に－５０Ｖの負極性（トナーの正規の帯電極性と同極性）の直流電圧を印
加する。これにより、中間転写ベルト４０が記録材Ｐを介さずに直接二次転写ローラ６０
に当接する場合に、中間転写ベルト４０上のトナーが二次転写ローラ６０に転移すること
を、電気的に押し戻すことで緩和することができる。しかし、本実施例では、発明が解決
しようとする課題の欄で前述したような、交番電界を二次転写部に形成したり、二次転写
ローラを離間・当接させたりすることは、生産性の観点からは不利であるため、採用して
いない。そのため、本実施例では、物理的に二次転写ローラ６０に転移するトナーを完全
に排除することができない。
【００４３】
　そこで、本実施例では、紙間パッチを、後述するような、裏汚れが目立たない条件での
み形成するようにする。そして、本実施例では、プリントジョブ終了後の整理動作（準備
動作）である後回転時において、二次転写ローラ６０に付着したトナーを中間転写ベルト
４０に再転移させて除去する清掃工程を設ける方法を採用する。
【００４４】
　具体的には、後回転時の清掃工程では、負極性と正極性の直流電圧を二次転写ローラ６
０の１周分ずつ交互に、且つ、絶対値を小さくしながら各３周ずつ、合計６周印加する。
例えば、常温常湿環境下では、－３２００Ｖ、＋１２００Ｖ、―２１００Ｖ、＋８００Ｖ
、－３３０Ｖ、＋３００Ｖの順で、直流電圧を印加する。これにより、極性が反転したト
ナーが存在する場合でも、トナーの帯電特性によらず、二次転写ローラ６０から中間転写
ベルト４０にトナーを再転移さることができる。尚、中間転写ベルト４０に再転移された
トナーは、ベルトクリーニング装置４４によって除去される。
【００４５】
　７．紙間濃度調整
　７－１．概要
　次に、本実施例における紙間濃度調整について説明する。本実施例では、概略、複数ペ
ージからなる連続プリントジョブ中に、紙間領域に形成された紙間パッチの濃度を濃度セ
ンサ９０で検出し、紙間濃度調整手段としてのＣＰＵ３０６がその検出結果により濃度調
整を実行する。
【００４６】
　具体的には、図７のフローチャートを用いて説明する。プリンタコントローラ３０２か
らの信号によりプリントジョブが開始された直後、ＣＰＵ３０６は、ステップ１において
プリントジョブの残プリント枚数が４枚以上か否かを判断する。ここで、残プリント枚数
とは、中間転写ベルト４０上に形成すべき画像の個数である。これは、本実施例の画像形
成装置１００では、部品配置構成上の制約から、残プリント枚数が一定枚数以上の時のみ
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、紙間濃度調整を実行するように設定されているからである。具体的には、本実施例では
、Ａ４サイズの記録材Ｐを横送りするプリントジョブの場合、４枚以上の連続プリントジ
ョブにおいて紙間濃度調整を実行する。即ち、連続プリントジョブにおける中間転写ベル
ト４０上の１個目の画像と２個目の画像と間の紙間に形成された紙間パッチの濃度を濃度
センサ９０で検出した時点では、最上流のイエロー用の感光ドラム５４Ｙには、３個目の
画像がすでに現像され始めている。そのため、濃度調整情報を反映できるのは４個目の画
像以後となるからである。ただし、本実施例では、このような場合に、２個目、３個目の
画像については、温湿度センサ８９の検出結果、及びＲＡＭ３０９に記憶された各感光ド
ラム５０の寿命記録情報に基づいて、色ずれ・濃度制御部３０８が濃度変動を予測する。
これにより、画像形成装置１００の安定化を図っている。なお、この４枚の数値は、最上
流のイエロー用のステーションＳＹの一次転写部Ｎ１Ｙから濃検センサ９０による検知部
までの距離や各高圧の切り替え時間などの、画像形成装置１００の構成やプリントする記
録材Ｐの大きさに依存する値である。従って、この数値に限定されるものではない。
【００４７】
　ＣＰＵ３０６は、ステップ１において残プリント枚数が４枚以上である場合は、ステッ
プ３において後述する紙間パッチ形成可否判断処理を実行する。その後、ＣＰＵ３０６は
、ステップ４においてＲＡＭ３０９に格納された紙間パッチ形成フラグを確認する。ＣＰ
Ｕ３０６は、ステップ４において紙間パッチ形成フラグが「１」である場合は、紙間パッ
チを形成するステップ５以降の処理に移る。ステップ５以降の処理については後述する。
【００４８】
　７－２．紙間パッチの形成タイミング
　ここで、紙間パッチによる記録材Ｐの裏汚れが顕在化するのを抑制しつつ、生産性、濃
度安定性の向上を図るための、紙間パッチの形成条件について説明する。
【００４９】
　本実施例の画像形成装置１００では、調整のリアルタイム性を重視し、各色単一階調の
パッチの濃度の検出結果に基づいて画像形成条件の調整を行う。本実施例では、全ての紙
間で紙間パッチを形成して濃度検出を行い、画像形成条件を調整することを基本としてい
る。
【００５０】
　紙間パッチによる記録材Ｐの裏汚れが顕在化しやすいのは、両面プリントの際の記録材
Ｐの一面目の画像上に二次転写ローラ６０上のトナーが付着する条件のときである。つま
り、記録材Ｐの二面目に転写する画像を形成する直前の紙間にパッチが形成されたときで
ある。この条件のときに記録材Ｐの裏汚れが顕在化しやすい理由は、次のように考えられ
る。第一に、粉体のトナーが静電気力のみにより紙などの記録材Ｐ上に付着する場合と比
較して、次の（１）、（２）の理由により、一面目の画像のトナー上に付着するトナーの
量が多くなることが挙げられる。
（１）トナー同士の分子間力
（２）定着器を通過した一面目の画像上にトナーと親和性の高いワックスが存在し、トナ
ーが吸着されやすい
【００５１】
　更に、記録材Ｐの一面目に形成されたトナーの色によっては、明度の差が人間の目に視
認されやすい。つまり、記録材Ｐの一面目にイエローのベタ画像を形成した後、その記録
材Ｐの二面目の画像を形成する直前の紙間にブラックの紙間パッチを形成するような条件
において、トナーの付着量及び視認されやすさの点で、最も記録材Ｐの裏汚れが顕在化し
やすい。本実施例では、裏汚れの抑制にとって最も厳しい条件である、一面目にイエロー
画像を形成した後に、二面目の画像の直前の紙間にブラックの紙間パッチを形成する条件
において検討した。当該条件で裏汚れの抑制に効果があれば、より裏汚れの目立ちにくい
条件においても同等以上の効果が得られる。
【００５２】
　紙間パッチの形成の可否を判断する最も簡易な方法として、次の方法を用いることがで
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きる。即ち、ある紙間の紙間パッチの位置が二次転写部Ｎ２を通過してから二次転写ロー
ラ６０が所定回数回転（零よりも大きい数の回転）する間に二次転写部Ｎ２に到達する出
力画像が、記録材Ｐの一面目に転写する出力画像である場合には、その紙間への紙間パッ
チの形成を許可する。換言すれば、後続して二次転写部Ｎ２を通過する出力画像が記録材
Ｐの一面目に転写する出力画像である画像間領域への試験用画像の形成を許可する。一方
、ある紙間の紙間パッチの位置が二次転写部Ｎ２を通過してから二次転写ローラ６０が所
定回数回転する間に二次転写部Ｎ２に到達する出力画像が、記録材Ｐの二面目に転写する
出力画像である場合には、その紙間への紙間パッチの形成を禁止する。換言すれば、後続
して二次転写部Ｎ２を通過する出力画像が記録材Ｐの二面目に転写する出力画像である画
像間領域への試験用画像の形成を禁止する。本実施例では、上記所定回数は、紙間パッチ
から二次転写ローラ６０に付着したトナーによる記録材Ｐの裏汚れが最も顕著となる二次
転写ローラ６０の一回転とする。但し、二次転写ローラ６０の複数回転に渡って、紙間パ
ッチから二次転写ローラ６０に付着したトナーによる記録材Ｐの裏汚れが、許容し得る程
度を越えて発生する場合がある。従って、上記所定回数は、記録材Ｐの裏汚れを十分に抑
制し得るように、適宜設定することができる。そして、上述のように、本実施例では紙間
の長さが二次転写ローラ６０の周長よりも短く、ある紙間の紙間パッチの位置が二次転写
部Ｎ２を通過してから二次転写ローラ６０が一回転する間に二次転写部Ｎ２に到達する記
録材Ｐは、その紙間の直後の画像となる。このように、紙間パッチの形成の可否を判断す
る最も簡易な方法として、本実施例では、ある紙間の直後の画像が記録材Ｐの二面目に転
写する画像である場合には、その紙間における紙間パッチの形成を禁止することができる
。
【００５３】
　本実施例の画像形成装置１００では、記録材Ｐの一面目の画像形成であるか、二面目の
画像形成であるかの区別は、ＣＰＵ３０６が、記録材Ｐが両面搬送路７０から給紙された
か否かによって判断することができる。そして、二面目の画像形成の直前の紙間では、画
像領域をマスクして、紙間パッチの形成を禁止する。この方法によれば、ある記録材Ｐの
一面目に形成した画像がどのようなものであるかに拘わらず、その記録材Ｐの二面目に形
成する画像の直前の紙間では常に紙間パッチの形成を禁止することができる。そのため、
記録材Ｐの一面目に形成した画像情報を保存しておく必要が無く、簡易な制御にすること
ができる。
【００５４】
　図８は、図７のフローチャート中のステップ３で実行されるサブルーチンである紙間パ
ッチ形成可否判断処理の一例のフローチャートである。本例では、上述のように紙間の直
後の画像が二面目の画像の場合に、常にその紙間への紙間パッチの形成を禁止する。
【００５５】
　先ず、ステップ３－１において、ＣＰＵ３０６は、ＲＡＭ３０９内の紙間パッチ形成の
フラグを「１」にセットする。次に、ステップ３－２において、ＣＰＵ３０６は、紙間パ
ッチを形成した直後に形成する画像が記録材Ｐの一面目に形成する画像であるか、二面目
に形成する画像であるかを判断する。これは、紙間パッチの形成候補となっている画像間
領域に後続して転写部を通過する出力画像が、記録材Ｐの一面目の画像か否かの判断に相
当する。そして、本実施例では、この判断は、その画像が転写される記録材Ｐが両面搬送
路７０を通過して搬送されたか否かによって行う。ステップ３－２において、紙間パッチ
を形成した直後に形成する画像が記録材Ｐの一面目に形成する画像の場合は、ＣＰＵ３０
６は、紙間パッチの形成を行うために、当該サブルーチンを終了して、図７のフローチャ
ートのステップ４に進む。一方、ステップ３－２において紙間パッチを形成した直後に形
成する画像が記録材Ｐの二面目に形成する画像の場合には、ステップ３－３において、Ｃ
ＰＵ３０６は、ＲＡＭ３０９内の紙間パッチ形成のフラグを「０」にセットする。その後
、当該サブルーチンを終了して、図７のフローチャートのステップ４に進む。これにより
、二面目の画像の直前の紙間への紙間パッチの形成が禁止される。
【００５６】
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　一方、例えば、連続プリントジョブ中の色変動が急激である条件、又は必要な階調数が
多い条件では、紙間パッチの形成頻度を高くすることが望まれる。このように、可能な限
り記録材Ｐの二面目の画像形成の直前の紙間にも紙間パッチの形成を行いたい場合がある
。この場合には、次の方法を用いることが好ましい。即ち、紙間パッチ通過後に二次転写
ローラ６０が所定回数回転する間に二次転写部Ｎ２に到達する出力画像が二面目の出力画
像であり、更にその記録材Ｐの一面目に転写された出力画像が所定の条件を満たす場合に
、その紙間への紙間パッチの形成を禁止する。換言すれば、紙間パッチ通過後に二次転写
ローラ６０が所定回数回転する間に二次転写部Ｎ２に到達する出力画像が二面目の出力画
像である場合でも、その記録材Ｐの一面目に転写された出力画像が一定の条件を満たせば
、その紙間への紙間パッチの形成を許可する。この場合、上記一面目に転写された出力画
像の全体について、上記所定の条件を満たすか否かを判断してもよい。しかし、より精度
よく記録材Ｐの裏汚れの発生する可能性を予測し、可及的に紙間パッチを形成する頻度を
高めるためには、次の方法を用いることが好ましい。即ち、二面目の画像を形成する記録
材Ｐの一面目に形成された画像のうち、裏汚れが顕在化しやすい領域（以下、単に「所定
位置」という。）の画像が所定の条件を満たす場合に、その記録材Ｐの二面目の画像の直
前の紙間への紙間パッチの形成を禁止する。この裏汚れが顕在化しやすい所定位置（裏汚
れ潜在領域）は、二面目に画像を形成する記録材Ｐの一面目に形成された画像のうち、紙
間パッチが接触した二次転写部Ｎ２の位置が接触する位置である。このように、上記一面
目に転写された出力画像のうち、紙間の紙間パッチの位置が接触する二次転写ローラ６０
の位置が接触する位置である所定位置の画像が、上記所定の条件を満たすか否かにより紙
間パッチの形成の可否を判断することが好ましい。
【００５７】
　二面目の画像を形成する記録材Ｐの一面目に形成された画像が所定条件を満たすか否か
は、ＣＰＵ３０６が、その一面目の画像の画像情報に基づいて判断することができる。特
に、前述のように、裏汚れは一面目のトナーの存在により促進されることから、上記所定
条件として、画像のトナー載り量と相関する値を設定することが好ましい。例えば、一面
目の出力画像の画像濃度、印字率或いは画像パターンに対応するトナー載り量が、所定の
閾値以上の場合に、紙間パッチの形成を禁止することができる。又、上述のように一面目
の画像の色（明度）によって裏汚れの視認されやすさが変わることから、上記所定条件と
して上記トナー載り量の代わりに又はそれに加えて、画像の色を設定することができる。
例えば、一面目の出力画像の色が、イエローなどの指定された色の場合に、紙間パッチの
形成を禁止することができる。本実施例では、特に、一面目の画像における所定位置の画
像濃度に基づいて、紙間パッチの形成の可否を判断するが、上述のように一面目の画像に
おける所定位置の画像の印字率、画像パターン或いは色などを判断基準としても良い。そ
して、これらの条件は、上述のように、一面目の画像における所定位置について判断する
ことが好ましいが、一面目の画像の全体について平均値などに基づいて判断してもよい。
【００５８】
　以下に、可及的に紙間パッチの形成頻度を高くすることを可能とする紙間パッチ形成可
否判断処理の一例を説明する。ここでは、紙間パッチが二次転写部Ｎ２を通過してから二
次転写ローラ６０が一周した後に、二次転写ローラ６０の紙間パッチに該当する位置が接
触する位置の一面目の画像のトナー載り量に基づいて、紙間パッチの形成の可否を判断す
る。
【００５９】
　図９は、図７のフローチャート中のステップ３で実行される別のサブルーチンである紙
間パッチ形成可否判断処理のフローチャートである。本例では、上述のように、記録材Ｐ
の裏汚れが発生しやすい所定位置における一面目の画像情報に基づいて、各紙間における
紙間パッチの形成の可否を判断する。図８との差異のみを以下説明する。
【００６０】
　図９に示す処理は、二面目の画像を形成する記録材Ｐの一面目に形成された画像の所定
位置の画像濃度が所定値以上であるか否かを判断するステップ３－４を有する点が図８に
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示す処理と異なる。つまり、本例では、ステップ３－２において、紙間パッチを形成した
直後に形成する画像が記録材Ｐの二面目に形成する画像の場合には、次のような処理とな
る。即ち、ステップ３－４において、ＣＰＵ３０６は、その記録材Ｐの一面目の画像にお
ける所定位置の画像濃度に応じて、紙間パッチの形成の可否を判断する。
【００６１】
　ここで、ＣＰＵ３０６は、上記所定位置の画像濃度を、プリンタコントローラ３０２が
受け取った画像情報を基に変換したビットデータと、後述する調整後の濃度階調特性から
求める。この画像情報から求まる画像濃度は、実際の記録材Ｐ上に形成される画像のトナ
ー載り量と相関する。
【００６２】
　そして、本実施例では、ステップ３－４において画像濃度が反射濃度（Ｏ．Ｄ．）０．
５相当以上の場合には、ＣＰＵ３０６は、ステップ３－３において、ＲＡＭ３０９内の紙
間パッチ形成のフラグを「０」にセットする。その後、当該サブルーチンを終了して、図
７のフローチャートのステップ４に進む。これにより、二面目の画像の直前の紙間への紙
間パッチの形成が禁止される。又、ステップ３－４において画像濃度が反射濃度０．５相
当未満の場合には、ＣＰＵ３０６は、紙間パッチの形成を行うために、ＲＡＭ３０９内の
紙間パッチ形成のフラグは「１」のままとし、当該サブルーチンを終了して、図７のフロ
ーチャートのステップ４に進む。本実施例の画像形成装置では、反射濃度０．５相当の画
像濃度は印字率（ベタ画像の濃度レベルを１００％とした場合の濃度レベルの比率）５０
％であった。
【００６３】
　ここで、各実施例における反射濃度は、反射面に入射する光量をＩ０、反射面から反射
される光量をＩとしたとき、下記式で表されるＤｒの値である。
Ｄｒ＝Ｌｏｇ１０（Ｉ０／Ｉ）
　通常、反射面の法線に対して４５°の方向から光を当て反射面の垂直方向に反射される
光を測定することで求められる。各実施例において、具体的には、反射濃度測定器として
Ｘ－Ｒｉｔｅ製ＲＤ－９１８を用いて測定した値である。特に、各実施例においてパッチ
、一面目についての画像の反射濃度は、紙に転写して、定着する前に上記反射濃度測定器
で測定した値である。以下の説明においては、ＣＰＵ３０６が反射濃度を判定するよう説
明を行っていくが、上記反射濃度Ｄｒと反射光量Ｉとの間には一定の関係があり、反射光
量Ｉを直接判断するようにしても良い。
【００６４】
　次に、上述の所定位置の具体的な位置について説明する。
【００６５】
　図６に示すように、二次転写ローラ６０の周長をＴＣＬ、Ｎ－１個目の画像の後端から
前方側のパッチ（ＧＰ－Ｙ、ＧＰ－Ｃ）の前方側エッジまでの距離をＡとする。又、前方
側のパッチ（ＧＰ－Ｙ、ＧＰ－Ｃ）と後方側のパッチ（ＧＰ－Ｍ、ＧＰ－Ｋ）との間隔を
Ｂ、各パッチの搬送方向の長さをＰＬ、紙間の搬送方向の長さをＰＧとする。
【００６６】
　このとき、記録材Ｐに形成する画像であるＮ個目の画像の先端から「ＴＣＬ＋Ａ－ＰＧ
」の位置から、「ＴＣＬ＋Ａ－ＰＧ＋ＰＬ」の位置にかけて、前方側のパッチ（ＧＰ－Ｙ
、ＧＰ－Ｃ）の汚れが発生しやすい。又、「ＴＣＬ＋Ａ－ＰＧ＋ＰＬ＋Ｂ」の位置から、
「ＴＣＬ＋Ａ－ＰＧ＋２ＰＬ＋Ｂ」の位置にかけて、後方側のパッチ（ＧＰ－Ｍ、ＧＰ－
Ｋ）の汚れが発生しやすい。ＣＰＵ３０６は、この汚れの発生しやすい箇所に対応した画
像データの画像濃度（画像データの階調値）を解析する。
【００６７】
　上記の位置に、記録材Ｐの搬送方向の位置ばらつきを考慮したマージンを加えた領域が
、所定位置である。従って、本実施例では、この所定位置における一面目の画像の画像濃
度が所定の閾値以上場合には、その記録材Ｐの二面目の直前の紙間への紙間パッチの形成
を禁止する。
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【００６８】
　表１は、一面目の画像の所定位置における画像濃度による、裏汚れの顕在化のしやすさ
を検証した実験結果を示す。
【００６９】
【表１】

【００７０】
　表１は、紙間パッチがブラック単色、一面目の画像がイエロー単色の場合についての実
験結果である。又、中間転写ベルト４０上における紙間パッチの反射濃度（Ｏ．Ｄ．）を
０．３とした。そして、紙間パッチが二次転写部Ｎ２を通過した後の二次転写ローラ６０
の１周後における裏汚れレベルを比較した。
【００７１】
　ここで、紙間パッチの反射濃度の値は、パッチを紙上に通常のプリント動作と同じ条件
で転写して紙上でパッチの中央部の濃度を測定した値であり、直後に形成する画像上の裏
汚れ箇所での濃度ではない。連続プリント中に紙間濃度調整を行うために濃度の変動を検
出するためには、濃度変動の起こりやすい、反射濃度が０．２～０．６の紙間パッチを形
成することが好ましい。ただし、本実施例の画像形成装置１００では、紙間パッチの反射
濃度が０．３を超えると、二次転写ローラ６０上へのトナーの付着量が増加し始め、条件
に依らず裏汚れのレベルが許容範囲外となることがわかった。そのため、本実施例では、
紙間パッチの反射濃度は０．３とした。
【００７２】
　記録材Ｐとしてはキヤノン製　コピー／レーザービームプリンター用紙　ＣＳ８１４　
Ａ４サイズを用いた。又、反射濃度測定器としてＸ－Ｒｉｔｅ製ＲＤ－９１８を用いた。
又、表１に示す画像ランクの評価は、所定位置を目視にて観察して行った。そして、レベ
ル２を裏汚れレベルの許容限界として設定し、全く裏汚れが確認できないレベルをゼロと
した。又、表１には、一面目の画像の濃度としては、紙上に転写して紙上で所定位置の中
央部の濃度を測定した値と、その画像情報から求めた印字率とを示す。
【００７３】
　表１の結果から、紙間パッチの濃度が同じであれば、一面目に形成された画像のトナー
濃度が高いほど裏汚れのレベルが悪化することがわかる。又、一面目に形成された画像が
イエローの場合には、反射濃度が０．５以上のハーフトーンの画像が形成されていると、
許容範囲外の裏汚れレベルとなることがわかる。
【００７４】
　このように、紙間パッチを形成するタイミングを制御することにより、裏汚れを顕在化
させずに、生産性、濃度安定性に優れた両面プリントを行うことが可能となる。本実施例
の画像形成装置１００においては、二面目の画像の直前の紙間への紙間パッチの形成を禁
止しても濃度安定性への影響は無視できる程度である。しかし、更に高い頻度、例えば、
ほぼ全ての紙間で紙間パッチの形成を行う必要がある場合には、一面目に形成された画像
の画像情報に基づき、紙間パッチの形成の可否を判断することで、紙間パッチの形成頻度
を上げることができる。例えば、上述のように一面目の画像の所定位置に反射濃度が０．
５以上のハーフトーンの画像が形成されている場合には、二面目の画像の直前の紙間への
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紙間パッチの形成を禁止することができる。
【００７５】
　７－３．紙間パッチの検出結果による制御
　再度、図７を参照して、ステップ５において、ＣＰＵ３０６の制御により、画像形成部
３０７は、中間転写ベルト４０上に所定濃度の紙間パッチを形成する。ここで紙間パッチ
の画像形成条件は、通常の中間転写ベルト４０上への画像形成条件と同一とした。ステッ
プ６において、ＣＰＵ３０６は、前述のようにして濃度センサ９０によって各色のパッチ
を検出した結果からパッチ濃度を算出する。
【００７６】
　そして、ステップ７において、ＣＰＵ３０６は、紙間パッチの濃度の算出値と理想濃度
との差分を計算する。本発明において、この理想濃度の決め方には特に制限はない。例え
ば、所定濃度を理想値としてＲＯＭ３１０に記録しておいても良いし、ジョブ毎にジョブ
開始直後の紙間パッチ濃度算出結果を理想値としてＲＡＭ３０９に記録しても良い。本実
施例では、ジョブ内の画像濃度の安定性向上を目的として、ジョブ開始直後のパッチ測定
結果を理想値とする。ステップ８において、ＣＰＵ３０６は、ステップ７で算出した差分
に応じた、４個目の画像以後に補正すべき画像形成条件の補正量が決定される。本実施例
では、パッチの濃度の差分に比例した画像形成条件の補正を行うが、本発明において濃度
補正方法自体は特に制限はない。例えば、中間転写ベルト４０に対するパッチからの正反
射光量比などを基に算出しても良い。
【００７７】
　尚、本実施例の画像形成装置１００では、ステップ７で計算された理想濃度との差分の
全部について、一度に補正しようとする、所謂、比例制御ではなく、突発的な変動の影響
を受け難く、目標に漸近する比例・積分制御を用いて、画像形成条件の補正量を決定した
。具体的な画像形成条件としては、各色についてＲＡＭ３０９に記憶されている、画像デ
ータに対するレーザー／スキャナ発光量テーブルの補正を行った。ただし、帯電バイアス
や現像バイアスやその他の画像形成条件を補正してもよい。
【００７８】
　そして、最終的に、ステップ９において、ＣＰＵ３０６は、ステップ８で決定された画
像形成条件に従って画像形成部３０７を制御して、画像形成を実行する。
【００７９】
　ステップ９の後は、ステップ１に戻り、残プリント枚数が４枚以上か否かの判断が再び
なされ、４枚未満となるまで同様の動作が繰り返される。
【００８０】
　ステップ１において残プリント枚数が４枚未満となった場合は、ステップ２において、
ＣＰＵ３０６は、プリントジョブ中であるか否かを判断する。そして、ステップ２におい
て、プリントジョブ中の場合はステップ１へ戻り、プリントジョブ中でない場合は終了と
なる。
【００８１】
　以上説明したように、本実施例によれば、連続画像形成中の一の画像と次の画像との間
に形成される試験用画像による記録材の汚れを抑制しつつ、生産性、濃度安定性の向上を
図ることができる。
【００８２】
　尚、好ましくは記録材Ｐの一面目に形成された画像の画像情報に基づいて、二面目に形
成する画像の直前の紙間における紙間パッチの形成の可否を判断する。しかし、上述のよ
うに、紙間パッチの後続の画像が二面目に形成する画像であるか否かのみにより、紙間パ
ッチの形成の可否を判断しても良い。
【００８３】
　又、本実施例では、連続プリントジョブ中の紙間領域において紙間濃度調整を行うこと
とした。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、プリントジョブの出力枚数に
拘わらずに本実施例と同様にして紙間パッチを形成し、プリントジョブ間の時間が短けれ
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ば、直前に行ったプリントジョブ中の紙間パッチの検出結果を用いて濃度調整を行っても
よい。
【００８４】
　又、本実施例では、一面目の画像がイエロー、紙間パッチがブラックの場合について説
明した。しかし、一面目の画像の色と紙間パッチの色との組み合わせによって紙裏汚れの
顕在化のしやすさにバラつきはあるものの、本発明の効果は上述の色の組み合わせに限定
されるものではない。例えば、一面目の画像の色とトナー載り量とに基づいて紙間パッチ
の形成の可否を判断することができ、この場合に一面目の画像の色に応じてトナー載り量
の閾値を変化させることができる。例えば、一面目の画像が裏汚れの目立ちやすいイエロ
ーの画像である場合にはトナー載り量の閾値を相対的に小さくし、その他の色の場合には
トナー載り量の閾値を相対的に大きくすることができる。
【００８５】
　又、本実施例では図４に示したとおり、１個の紙間に各色１個ずつのパッチを配置して
、各色固定階調パッチとしたが、本発明はこれに限定されるものではない。画像形成装置
の濃度変動の傾向が比較的早く、調整のリアルタイム性が必要な場合は、本実施例のよう
に、固定階調のパッチで調整頻度を上げることが望ましい。一方、画像形成装置の濃度変
動の傾向が緩やかで、濃度－階調特性全体の安定性をさらに向上させたい場合には、異な
る紙間領域に、異なる階調パッチを形成し、複数階調で調整すると良い。又、短期的な濃
度変動が周期的に発生しつつ、長期的な濃度変動も発生する場合には、複数の紙間領域に
おける、同一階調パッチの検出結果の平均値を１つの濃度検出結果として扱い、短期的な
周期成分を無視できる状態としてから調整すると良い。
【００８６】
　実施例２
　次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置の基本的な構成
及び動作は、実施例１のものと同じである。従って、実施例１のものと同一又はそれに相
当する機能、構成を有する要素については、同一符号を付して詳しい説明は省略する。
【００８７】
　本実施例では、紙間パッチ通過後に二次転写ローラ６０が所定回数回転する間に二次転
写部Ｎ２に到達する出力画像が二面目の出力画像であり、更に画像形成装置内に配置され
た温度又は湿度を検出するセンサの出力が所定の条件を満たす場合に、その紙間への紙間
パッチの形成を禁止する。本実施例では、特に、画像形成装置１００に設置した環境検知
手段としての温湿度検知手段である温湿度センサ８９（図２）によって検知された重量絶
対湿度の情報に基づき、記録材Ｐの二面目の画像の直前の紙間における紙間パッチの形成
の可否を判断する。
【００８８】
　本実施例では、画像形成装置１００のハードウェア構成は実施例１と同じであり、紙間
濃度調整における紙間パッチ形成可否判断処理（図７のステップ３）が実施例１と異なる
。
【００８９】
　図１０は、図７のフローチャート中のステップ３で実行される別のサブルーチンである
、本実施例に従う紙間パッチ形成可否判断処理のフローチャートである。
【００９０】
　先ず、実施例１と同様のステップ３－１、ステップ３－２が実施される。その後、ステ
ップ３－２において紙間パッチの直後の画像が記録材Ｐの二面目の画像の場合には、ステ
ップ３－５において、ＣＰＵ３０６は、温湿度センサ８９が算出する画像形成装置１００
内外の雰囲気における重量絶対湿度を確認する。そして、その重量絶対湿度が１６．０ｇ
／ｋｇＤＡ以上の場合には、ステップ３－６において、ＣＰＵ３０６は、その記録材Ｐの
一面目の画像における所定位置の画像情報を確認する。そして、その画像濃度が反射濃度
０．３相当以上の場合には、ＣＰＵ３０６は、ステップ３－７において、ＲＡＭ３０９内
の紙間パッチ形成のフラグを「０」にセットする。その後、当該サブルーチンを終了して
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、図７のフローチャートのステップ４に進む。これにより、二面目の画像の直前の紙間へ
の紙間パッチの形成が禁止される。又、ステップ３－６において、画像濃度が反射濃度０
．３相当未満の場合には、ＣＰＵ３０６は、紙間パッチの形成を行うために、紙間パッチ
形成のフラグは「１」のままとし、当該サブルーチンを終了して、図７のフローチャート
のステップ４に進む。本実施例の画像形成装置では、反射濃度０．３相当の画像濃度は印
字率２５％であった。
【００９１】
　一方、ステップ３－５において重量絶対湿度が１６．０ｇ／ｋｇＤＡ未満の場合には、
ステップ３－８において、ＣＰＵ３０６は、その記録材Ｐの一面目の画像における所定位
置の画像情報を確認する。そして、ここでは高温高湿環境と比較して紙裏汚れが比較的発
生しにくいため、画像濃度の閾値を反射濃度０．５相当として上記同様の処理を行う。つ
まり、その画像濃度が反射濃度０．５相当未満であればＲＡＭ３０９内の紙間パッチ形成
のフラグは「１」のままとする。一方、反射濃度０．５相当以上であればステップ３－９
にてＲＡＭ３０９内の紙間パッチ形成のフラグを「０」にセットして二面目の画像の直前
の紙間パッチの形成を禁止する。
【００９２】
　表２は、実施例１の表１の場合と同様に、紙間パッチがブラック単色、一面目の画像が
イエロー単色、紙間パッチの反射濃度（Ｏ．Ｄ．）が０．３の場合の、湿度による裏汚れ
の顕在化のしやすさを検証した実験結果を示す。湿度は、低温低湿環境（重量絶対湿度１
．１ｇ／ｋｇＤＡ）、通常環境（重量絶対湿度８．９ｇ／ｋｇＤＡ）、高温高湿環境（重
量絶対湿度２１．１ｇ／ｋｇＤＡ）とした。記録材Ｐ、測定器、評価方法は実施例１の表
１の場合と同様である。
【００９３】
【表２】

【００９４】
　表２から、高温高湿環境においては記録材Ｐの裏汚れが顕在化しやすいことがわかる。
その理由は、次のようなトナーの状態の差であると考えられる。即ち、高温高湿環境にお
いては吸湿によって、マクロな質量当たりの電荷量（以下Ｑ／Ｍ）が低下し、且つ、ほと
んど電荷を有しないか又は逆極性に帯電されたトナー粒子が、他の環境と比較して多く含
まれる。これによって、紙間パッチが二次転写部Ｎ２を通過した際に二次転写ローラ６０
に負極性の直流電圧を印加しても、二次転写ローラ６０に付着するトナー量を抑制しきれ
ない。その結果、他の環境と比較して、高温高湿環境では、二次転写ローラ６０に付着し
たトナー量が多く、記録材Ｐの裏汚れとして顕在化しやすい。
【００９５】
　本実施例では、表２中の画像ランクが３以下となる条件において、二面目の画像を形成
する直前の紙間における紙間パッチの形成を許可する。
【００９６】
　尚、本実施例では、一面目の画像情報と重量絶対湿度に基づいて紙間パッチの形成の可
否を判断したが、重量絶対湿度のみに基ついて判断を行っても良い。例えば、重量絶対湿
度が所定の閾値以上の場合は、一面目の画像情報によらず、二面目の画像の直前の紙間へ
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の紙間パッチの形成を禁止することができる。又、本実施例では画像形成装置１００の環
境情報として重量絶対湿度を検出したが、高温時には相対的に低温時よりも記録材Ｐの裏
汚れが顕在化しやすいといえるので、温度情報のみによって紙間パッチの形成の可否を判
断することもできる。
【００９７】
　以上、本実施例では、画像形成装置１００の雰囲気の環境情報の検知結果を用いて紙間
パッチの形成タイミングを制御することで、環境に応じた裏汚れの発生可能性を予測して
、裏汚れを抑制しつつ、生産性、濃度安定性の向上を図ることができる。
【００９８】
　実施例３
　次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置の基本的な構成
及び動作は、実施例１のものと同じである。従って、実施例１のものと同一又はそれに相
当する機能、構成を有する要素については、同一符号を付して詳しい説明は省略する。
【００９９】
　本実施例では、紙間パッチ通過後に二次転写ローラが所定回数回転する間に二次転写部
に到達する出力画像が二面目の出力画像であり、更に出力画像が転写される記録材Ｐの種
類又は表面性が所定の条件を満たす場合に、その紙間への紙間パッチの形成を禁止する。
本実施例では、特に、画像形成装置１００に設置した表面性検知手段としてのメディアセ
ンサ８８（図２）によって検知された記録材Ｐの表面状態に基づき、記録材Ｐの二面目の
画像の直前の紙間における紙間パッチの形成の可否を判断する。
【０１００】
　本実施例では、画像形成装置のハードウェア構成は実施例１と同じであり、紙間濃度調
整における紙間パッチ形成可否判断処理（図７のステップ３）が実施例１と異なる。
【０１０１】
　本実施例では、記録材Ｐの表面状態として記録材Ｐの表面粗度（表面性）を、メディア
センサ８８（図２）を用いて検知する。本実施例で使用するメディアセンサ８８は、記録
材Ｐの表面の凹凸に起因して生じる陰影をＣＭＯＳセンサによって撮像した結果に基づい
て、表面平滑性の判別を行う。本実施例では、ＣＭＯＳセンサに読み込まれた映像は８×
８ピクセルにデジタル処理され、白黒の二値画像に変換される。平滑な記録材Ｐを用いる
と、凹凸が少ないために陰影がほとんど生じず、処理後の画像は均一（ここでは白）とな
る。一方、表面平滑性が低い記録材Ｐでは、処理後の画像に占める白画像の比率（白比率
）が約５０％となる。
【０１０２】
　尚、表面性検知手段としては、例えば記録材Ｐの表面からの反射光量のバラつき量を測
定し、記録材Ｐの表面の粗さを判断する方式のメディアセンサなどを用いても良い。
【０１０３】
　図１１は、図７のフローチャート中のステップ３で実行される別のサブルーチンである
、本実施例に従う紙間パッチ形成可否判断処理のフローチャートである。
【０１０４】
　先ず、実施例１と同様のステップ３－１、ステップ３－２が実施される。その後、ステ
ップ３－２において紙間パッチの直後の画像が記録材Ｐの二面目の画像の場合には、ステ
ップ３－１０において、ＣＰＵ３０６は、メディアセンサ８８の検知結果を確認する。メ
ディアセンサ８８は、プリントジョブ開始後、レジストローラ対３４によって静止した記
録材Ｐの表面粗度を検出する。ここでは、表面粗度は、上述のＣＭＯＳセンサの撮影像を
デジタル処理した画像の白比率である。そして、その白比率が７５％以上の場合には、ス
テップ３－６において、ＣＰＵ３０６は、その記録材Ｐの一面目の画像における所定位置
の画像情報を確認する。そして、その画像濃度が反射濃度０．３相当以上の場合には、Ｃ
ＰＵ３０６は、ステップ３－７において、ＲＡＭ３０９内の紙間パッチ形成のフラグを「
０」にセットする。デジタル画像の白比率が高い高光沢紙では、所定位置の画像濃度が反
射濃度０．３相当でも裏汚れが顕著に発生するためである。その後、当該サブルーチンを
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終了して、図７のフローチャートのステップ４に進む。これにより、二面目の画像の直前
の紙間への紙間パッチの形成が禁止される。又、ステップ３－６において、画像濃度が反
射濃度０．３相当未満の場合には、ＣＰＵ３０６は、紙間パッチの形成を行うために、紙
間パッチ形成のフラグは「１」のままとし、当該サブルーチンを終了して、図７のフロー
チャートのステップ４に進む。本実施例の画像形成装置では、反射濃度０．３相当の画像
濃度は印字率２５％であった。
【０１０５】
　一方、ステップ３－１０において、白比率が７５％未満の場合には、ステップ３－８に
おいて、ＣＰＵ３０６は、その記録材Ｐの一面目の画像における所定位置の画像情報を確
認する。そして、比較的表面が粗い記録材Ｐ或いはラフな記録材Ｐでは、比較的裏汚れが
発生し難いため、その画像濃度の閾値を、反射濃度０．５相当として上記同様の処理を行
う。つまり、その画像濃度が反射濃度０．５相当未満であればＲＡＭ３０９内の紙間パッ
チ形成のフラグは「１」のままとする。一方、反射濃度０．５相当以上であればステップ
３－９にてＲＡＭ３０９内の紙間パッチ形成のフラグを「０」にセットして二面目の画像
の直前の紙間への紙間パッチの形成を禁止する。
【０１０６】
　表３は、実施例１の表１の場合と同様に、紙間パッチがブラック単色、一面目の画像が
イエロー単色、紙間パッチの反射濃度（Ｏ．Ｄ．）が０．３の場合の、記録材Ｐの表面状
態による裏汚れの顕在化のしやすさを検証した実験結果を示す。ここでは、本実施例のメ
ディアセンサ８８で判別可能な３種類の記録材Ｐを用い、裏汚れの目立ちやすさを比較し
た。表面粗さは、Ｆｏｘ　ｒｉｖｅｒ　ｂｏｎｄ紙が最も粗く、Ｇｌｏｓｓｙ　Ｐｒｅｓ
ｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｐａｐｅｒが最も平滑である。又、表３中、メディアセンサ８８の検
出結果の処理後の画像の白画像の比率（白比率）は「Ｗ．Ｒ．」とした。記録材Ｐ、測定
器、評価方法は実施例１の表１の場合と同様である。
【０１０７】
【表３】

【０１０８】
　表３から、特に一面目に形成する画像のトナー量が少ない条件では、表面性がラフな記
録材Ｐほど裏汚れが発生し難く、平滑性の高い記録材Ｐほど裏汚れが顕在化しやすいこと
がわかる。これは、同じレベルで二次転写ローラ６０上にトナーが付着した場合でも、記
録材Ｐの表面性によって二次転写ローラ６０との密着度が異なり、平滑性の高い記録材Ｐ
ほど物理的なトナー付着量が増加することを示している。一方、一面目に形成された画像
のトナー量が多い場合には、記録材Ｐの表面性が平滑化されるうえ、トナー同士の親和性
が高いために、記録材Ｐの表面状態の差が裏汚れのレベルに反映されなくなる。
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【０１０９】
　本実施例では、表３中の画像ランクが３以下となる条件において、二面目の画像の直前
の紙間における紙間パッチの形成を許可する。
【０１１０】
　尚、本実施例では、記録材Ｐの表面状態と一面目の画像情報とに基づいて紙間パッチの
形成の可否を判断したが、記録材Ｐの表面性が平滑な場合には、一面目の画像情報によら
ず、二面目の画像の直前の紙間での紙間パッチの形成を実施しない構成としても良い。例
えば、記録材Ｐの表面性（表面粗度）を表す上記白比率が所定の閾値以上の場合は、一面
目の画像情報によらず、二面目の画像の直前の紙間への紙間パッチの形成を禁止すること
ができる。
【０１１１】
　又、本実施例では、メディアセンサ８８を有する画像形成装置１００について説明した
が、同様の判断を画像形成装置１００が有するプリントモードを利用して行っても良い。
つまり、例えば、種類検知手段としてのＣＰＵ３０６が、プリントモードとしてラフ紙モ
ードが選択された場合には、使用される記録材Ｐがラフ紙であると判断する。同様に、例
えば、ＣＰＵ３０６が、プリントモードとして高グロスモードが選択された場合には、使
用される記録材Ｐが表面平滑性の高いグロス紙であると判断する。そして、ＣＰＵ３０６
は、その判断結果に応じて、上記本実施例と同様にして、紙間パッチの形成の可否を判断
することができる。このように、画像形成装置１００が、使用する記録材の種類の異なる
複数の画像形成モードを有する場合、次のようにして、紙間パッチの形成の可否を判断す
ることができる。即ち、紙間パッチ通過後に二次転写ローラが所定回数回転する間に二次
転写部に到達する出力画像が二面目の出力画像であり、更に複数の画像形成モードのうち
所定の画像形成モードが選択されている場合に、その紙間への紙間パッチの形成を禁止す
ることができる。
【０１１２】
　以上、本実施例では、記録材Ｐの種類又は表面性の検知結果を用いて紙間パッチの形成
タイミングを制御することで、記録材Ｐの種類又は表面性に応じた裏汚れの発生可能性を
予測して、裏汚れを抑制しつつ、生産性、濃度安定性の向上を図ることができる。
【０１１３】
　実施例４
　次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置の基本的な構成
及び動作は、実施例１のものと同じである。従って、実施例１のものと同一又はそれに相
当する機能、構成を有する要素については、同一符号を付して詳しい説明は省略する。
【０１１４】
　本実施例では、紙間パッチ通過後に二次転写ローラ６０が所定回数回転する間に二次転
写部Ｎ２に到達する出力画像が二面目の出力画像であり、更に二次転写ローラ６０の使用
量が所定の条件を満たす場合に、その紙間への紙間パッチの形成を禁止する。本実施例で
は、特に、画像形成装置１００の使用状態としての二次転写ローラ６０に対する通紙枚数
に基づき、記録材Ｐの二面目の画像の直前の紙間における紙間パッチの形成の可否を判断
する。
【０１１５】
　本実施例では、画像形成装置のハードウェア構成は実施例１と同じであり、紙間濃度調
整における紙間パッチ形成可否判断処理（図７のステップ３）が実施例１と異なる。
【０１１６】
　具体的には、ＣＰＵ３０６が、使用状態検知手段としてのカウンタとして機能するＲＡ
Ｍ３０９に記憶された二次転写ローラ６０に対する通紙枚数に応じて、紙間パッチの形成
の可否を判断する。
【０１１７】
　図１２は、図７のフローチャート中のステップ３で実行される別のサブルーチンである
、本実施例に従う紙間パッチ形成可否判断処理のフローチャートである。
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【０１１８】
　先ず、実施例１と同様のステップ３－１、ステップ３－２が実施される。その後、ステ
ップ３－２において紙間パッチの直後の画像が記録材Ｐの二面目の画像の場合には、ステ
ップ３－１１において、ＣＰＵ３０６は、ＲＡＭ３０９に保存された二次転写ローラ６０
の通紙枚数を読み出す。そして、その二次転写ローラ６０の通紙枚数が５００枚以下であ
る場合には、ステップ３－１２において、ＣＰＵ３０６は、ＲＡＭ３０９内の紙間パッチ
形成のフラグを「０」にセットする。その後、当該サブルーチンを終了して、図７のフロ
ーチャートのステップ４に進む。これにより、二面目の画像の直前の紙間への紙間パッチ
の形成が禁止される。
【０１１９】
　一方、ステップ３－１１において、二次転写ローラ６０の通紙枚数が５００枚を超える
場合には、ステップ３－８において、ＣＰＵ３０６は、その記録材Ｐの一面目の画像にお
ける所定位置の画像情報を確認する。そして、その画像濃度は反射濃度０．５相当以上の
場合には、ＣＰＵ３０６は、ステップ３－９において、ＲＡＭ３０９内の紙間パッチ形成
のフラグを「０」にセットする。その後、当該サブルーチンを終了して、図７のフローチ
ャートのステップ４に進む。これにより、二面目の画像の直前の紙間への紙間パッチの形
成が禁止される。又、ステップ３－８において画像濃度が反射濃度０．５相当未満の場合
には、ＣＰＵ３０６は、紙間パッチの形成を行うために、紙間パッチ形成のフラグは「１
」のままとし、当該サブルーチンを終了して、図７のフローチャートのステップ４に進む
。本実施例の画像形成装置では、反射濃度０．５相当の画像濃度は印字率５０％であった
。
【０１２０】
　本実施例では、二次転写ローラ６０として、単層の発泡ゴムのローラを用いた。又、本
実施例では、中間転写ベルト４０として、表面平滑性の高い樹脂ベルトを用いた。中間転
写ベルト４０の表面平滑性は、画像形成装置１００の使用によってもほぼ一定に保たれる
が、二次転写ローラ６０の表面性は使用開始直後が最も粗く、使用に伴い削れや目詰まり
によって平滑性が高くなる傾向にある。紙間パッチが二次転写部Ｎ２を通過する際に、負
極性のトナーが二次転写ローラ６０側に転写されないように電界を形成した場合でも、中
間転写ベルト４０と二次転写ローラ６０との間には速度差が生じる。そのため、トナーは
、表面性の粗い二次転写ローラ６０側に掻き取られて、二次転写ローラ６０上に付着しや
すい。つまり、二次転写ローラ６０の使用開始直後には、二次転写ローラ６０上にトナー
が付着しやすく、使用に伴って付着量が減る傾向にある。
【０１２１】
　表４は、実施例１の表１の場合と同様に、紙間パッチがブラック単色、一面目の画像が
イエロー単色、紙間パッチの反射濃度（Ｏ．Ｄ．）が０．３の場合の、二次転写ローラ６
０の通紙枚数による裏汚れの顕在化のしやすさを検証した実験結果を示す。二次転写ロー
ラ６０の通紙枚数は、二次転写ローラ６０の使用開始直後、５００枚通紙後、１０００枚
通紙後とした。記録材Ｐ、測定器、評価方法は実施例１の表１の場合と同様である。
【０１２２】
【表４】
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【０１２３】
　表４から、二次転写ローラ６０の使用開始直後は裏汚れが発生しやすく、使用に伴って
裏汚れのレベルが改善することがわかる。１０００枚通紙以降は、裏汚れのレベルに大き
な変化は無かった。
【０１２４】
　本実施例では、画像ランクが３以下となる条件において、二面目の画像を形成する直前
の紙間における紙間パッチの形成を許可する。
【０１２５】
　尚、本実施例では、二次転写ローラ６０の通紙枚数と一面目の画像情報とに基づいて紙
間パッチの形成の可否を判断したが、二次転写ローラ６０の使用開始直後は、一面目の画
像によらず裏汚れに対して余裕が無い。従って、二次転写ローラ６０の通紙枚数の情報の
みに基づいて紙間パッチの形成の可否を判断しても良い。例えば、二次転写ローラ６０の
通紙枚数が所定の閾値以下の場合は、一面目の画像情報によらず、二面目の画像の直前の
紙間への紙間パッチの形成を禁止することができる。
【０１２６】
　又、本実施例では、二次転写ローラ６０の通紙枚数に基づいて二次転写ローラ６０の状
態変化を見積もったが、この方法に限定されるものではない。例えば、画像形成装置１０
０の本体の構成に応じて、画像形成装置１００の本体の通紙枚数で代用しても良い。或い
は、二次転写ローラ６０の回転数を用いても良い。二次転写ローラ６０の使用量と相関す
る指標であれば、任意に利用することができる。
【０１２７】
　又、本実施例では、特に、二次転写ローラ６０の使用に伴う状態変化が、裏汚れの発生
しやすさに与える影響が顕著であるため、二次転写ローラ６０の使用量を例として説明し
た。しかし、画像形成装置１００の本体の構成によって、例えば画像形成部の他の要素、
例えば、中間転写ベルト４０の使用に伴う状態変化が、裏汚れの発生しやすさに与える影
響が大きい場合などが考えられる。このような場合には、その要素の使用による状態変化
に応じて、紙間パッチの形成タイミングを制御しても良い。
【０１２８】
　以上、本実施例では、画像形成装置１００の使用状態の検知結果を用いて紙間パッチの
形成タイミングを制御することで、その使用状態に応じた裏汚れの発生可能性を予測して
、裏汚れを抑制しつつ、生産性、濃度安定性の向上を図ることができる。
【０１２９】
　（その他）
　本発明を具体的な実施例に則して説明したが、本発明は上述の実施例に限定されるもの
ではない。
【０１３０】
　上記実施例では、中間転写方式の画像形成装置について説明したが、本発明はこれに限
定されるものではない。
【０１３１】
　図１３は、本発明を適用し得る他の画像形成装置の要部の概略構成を示す。図１３の画
像形成装置において、図１に示す画像形成装置１００のものと同一又はそれに相当する機
能、構成を有する要素には同一符号を付している。図１３の画像形成装置は、感光ドラム
５０に形成したトナー像を転写ローラ５４によって、記録材Ｐに直接転写させる。図示は
省略するが、この画像形成装置は、一面目にトナー像が転写された記録材Ｐをその二面目
にトナー像を転写するために転写部Ｎに搬送する両面搬送手段を有している。このような
画像形成装置において、感光ドラム５０上の紙間に紙間パッチを形成し、これを感光ドラ
ム５０上で濃度センサ９０により検出することで、画像形成条件の制御（濃度調整など）
に使用されることがある。そして、上記実施例の画像形成装置１００における二次転写ロ
ーラ６０による記録材Ｐの裏汚れと同様のメカニズムにより、転写ローラ５４による記録
材Ｐの裏汚れが発生することがある。特に、両面プリント時の二面目の画像の転写時の裏
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汚れが問題となることがある。従って、このような画像形成装置においても、本発明の原
理を同様に適用することができる。斯かる画像形成装置では、転写ローラ５４が、回転可
能であり転写部Ｎにおいて感光ドラム５０との間で記録材Ｐを挟持して搬送しながら感光
ドラム５０から記録材Ｐにトナーを転写させる転写回転体である。
【０１３２】
　そして、この場合、画像形成装置が備える、像担持体上の連続する出力画像の間の画像
間領域にトナーからなる試験用画像を形成する動作を制御する制御手段としてのＣＰＵが
、次のようにして紙間パッチの形成タイミングを制御するようにすることができる。即ち
、紙間の紙間パッチの位置が転写部Ｎを通過してから転写ローラ５４が所定回数回転する
間に転写部Ｎに到達する出力画像が、記録材Ｐの一面目に転写する出力画像である場合に
は、その紙間への紙間パッチの形成を許可する。換言すれば、後続して転写部Ｎを通過す
る出力画像が記録材Ｐの一面目に転写する出力画像である画像間領域への試験用画像の形
成を許可する。一方、紙間の紙間パッチの位置が転写部Ｎを通過してから転写ローラ５４
が所定回数回転する間に転写部Ｎに到達する出力画像が、記録材Ｐの二面目に転写する出
力画像である場合には、その画像間領域への試験用画像の形成を禁止する。換言すれば、
後続して転写部Ｎを通過する出力画像が記録材Ｐの二面目に転写する出力画像である画像
間領域への試験画像の形成を禁止する。上述の実施例の場合と同様に、一面目の画像情報
、環境、記録材Ｐの種類などにより、試験用画像の形成の可否を判断する条件を更に付加
することも可能である。
【０１３３】
　又、図１４は、本発明を適用し得る更に他の画像形成装置の要部の概略構成を示す。図
１４の画像形成装置において、図１に示す画像形成装置１００のものと同一又はそれに相
当する機能、構成を有する要素には同一符号を付している。図１４の画像形成装置は、直
接転写方式を採用したタンデム型の画像形成装置である。この画像形成装置は、感光ドラ
ム５０と接触して回転可能であり記録材Ｐを担持して搬送する記録材担持体２０１を有す
る。そして、記録材担持体２０１に担持された記録材Ｐに、転写手段としての回転可能な
ローラ型の転写部材である転写ローラ５４によって、感光ドラム１から直接トナー像を転
写する。記録材担持体２０１としては、無端ベルト状の記録材担持ベルトなどが用いられ
る。例えばフルカラーの画像形成持には、記録材担持体２０１上に担持された記録材Ｐ上
に複数色のトナー像が順次重ね合わせるようにして転写される。図示は省略するが、この
画像形成装置は、一面目にトナー像が転写された記録材Ｐをその二面目にトナー像を転写
するために記録材担持体２０１に担持させる両面搬送手段を有している。このような画像
形成装置においても、感光ドラム５０上の紙間に紙間パッチを形成し、これを感光ドラム
５０上で又は記録材担持体に転写した後に濃度センサ９０により検出することで、画像形
成条件の制御（濃度調整、色ずれ補正）に使用されることがある。そして、上記実施例の
画像形成装置１００における二次転写ローラ６０による記録材Ｐの裏汚れと同様のメカニ
ズムにより、記録材担持体２０１による記録材Ｐの裏汚れが発生することがある。特に、
両面プリント時の二面目の画像の転写時の裏汚れが問題となることがある。従って、この
ような画像形成装置においても、本発明の原理を同様に適用することができる。
【０１３４】
　ここで、図１４に示すような感光ドラム５０から直接記録材Ｐにトナー像を転写する直
接転写方式では、紙間に対して記録材担持体２０１の周長が非常に大きい場合が多い。従
って、記録材担持体２０１の約半回転乃至一回転後に生じる記録材Ｐの裏汚れは、紙間の
直後の記録材Ｐの裏汚れになるとは限らない。しかし、記録材Ｐの裏汚れの発生メカニズ
ムは、上記実施例或いは図１３に示す画像形成装置の場合と同様に説明ができる。従って
、このような画像形成装置にも、本発明を適用して、同様の効果を得ることができる。斯
かる画像形成装置では、記録材担持体２０１が、回転可能であり転写部Ｎにおいて感光ド
ラム５０との間で記録材Ｐを挟持して搬送しながら感光ドラム５０から記録材Ｐにトナー
を転写させる転写回転体である。そして、この場合も、画像形成装置が備える制御手段と
してのＣＰＵが、図１３の画像形成装置について上述したのと同様にして、紙間パッチの
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形成タイミングを制御するようにすることができる。
【０１３５】
　直接転写方式の画像形成装置への本発明の適用例をより具体的に説明する。例えば、ブ
ラック用のステーションＳＫにおいて感光ドラム５０Ｋ上に紙間パッチを形成し、これを
感光ドラム５０Ｋ上で濃度センサ９０Ｋにより検出する場合について考える。感光ドラム
５０Ｋ上に形成されたパッチは、転写ローラ５４Ｋに画像形成時とは逆極性（トナーの正
規の帯電極性と同極性）のバイアス（以下、「逆バイアス」ともいう。）が印加されるこ
とで、記録材担持体２０１に転写されることなく転写部ＮＫを通過する。その後、この感
光ドラム５０Ｋ上のパッチは、ドラムクリーニング装置５５Ｋにより感光ドラム５０Ｋ上
から除去されて回収される。しかし、感光ドラム５０Ｋ上に形成されたパッチのトナーの
一部が、物理的に記録材担持体２０１に付着して、記録材担持体２０１上のトナー汚れと
なることがある。そして、ベルトクリーナレスシステムを採用している場合などには、こ
のトナー汚れが、その後に記録材担持体２０１に担持される記録材Ｐの裏面に付着するこ
とがある。
【０１３６】
　尚、ベルトクリーナレスシステムとは、記録材担持体２０１上のトナーを、記録材担持
体２０１のために特別に設けられたクリーニングブレードなどによって除去、回収するこ
となく、ドラムクリーニング装置５５に回収するものである。ベルトクリーナレスシステ
ムでは、転写ローラ５４への逆バイアスの印加による電気的な作用及び／又は感光ドラム
５０と記録材担持体２０１との周速差などによる物理的な作用により、記録材担持体２０
１から感光ドラム５０へトナーが転移される。そして、感光ドラム５０に転移されたトナ
ーは、ドラムクリーニング装置５５により感光ドラム５０上から除去されて回収される。
記録材担持体２０１上のトナーは、一つのステーション（例えば最上流のステーション）
又は複数のステーションの感光ドラム５０に転移させることができる。
【０１３７】
　上述のように、記録材担持体２０１上のトナー汚れは、記録材担持体２０１の約半回転
乃至一回転後に、記録材担持体２０１に担持される記録材Ｐの裏面に付着する。そのため
、この記録材Ｐは、当該トナー汚れの基となった紙間パッチが形成された紙間の直後の画
像が転写される記録材Ｐとは限らない。しかし、上述の実施例の場合と同様に、この記録
材担持体２０１上のトナー汚れの位置に担持されて搬送される記録材Ｐが、一面目に画像
が定着済みの記録材Ｐである場合には、このトナー汚れが一面目の画像に付着することに
よる汚れが顕著となりやすい。
【０１３８】
　そこで、この場合、画像形成装置が備える、像担持体上の連続する出力画像の間の画像
間領域にトナーからなる試験用画像を形成する動作を制御する制御手段としてのＣＰＵが
、次のようにして紙間パッチの形成タイミングを制御するようにすることができる。即ち
、紙間の紙間パッチの位置が転写部ＮＫを通過してから記録材担持体２０１が所定回数回
転する間に、その紙間パッチの位置に接触した記録材担持体２０１の位置に担持される記
録材Ｐが、二面目にトナー像が転写される記録材Ｐである場合には、その紙間への紙間パ
ッチの形成を禁止する。この場合の上記所定回数は、典型的には、記録材担持体２０１上
のトナー汚れによる記録材Ｐの裏汚れが最も顕著となる一回転であるが、これに限定され
るものではない。換言すれば、制御手段としてのＣＰＵが、次のような所定条件に合致す
る画像間領域への試験用画像の形成を禁止するようになっている。即ち、その所定条件と
は、像担持体の当該画像間領域に接触する記録材担持体上の位置が、像担持体と接触した
後で且つ１周する間に二面目にトナー像を転写するために記録材担持体に担持される記録
材と接触することである。一方、紙間の紙間パッチの位置が転写部ＮＫを通過してから記
録材担持体２０１が所定回数回転する間に、その紙間パッチの位置に接触した記録材担持
体２０１の位置に担持される記録材Ｐが、一面目にトナー像が転写される記録材Ｐである
場合、又はその間に記録材担持体２０１のその位置に記録材Ｐが担持されない場合には、
その紙間への紙間パッチの形成を許可する。上記同様、この場合の上記所定回数は、典型
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的には一回転であるが、これに限定されるものではない。換言すれば、制御手段としての
ＣＰＵが、次のような所定条件に合致する画像間領域への試験用画像の形成を許可するよ
うになっている。即ち、その所定条件とは、像担持体の当該画像間領域に接触する記録材
担持体上の位置が、像担持体と接触した後で且つ１周する間に一面目にトナー像を転写す
るために記録材担持体に担持される記録材と接触するか又は記録材に接触しないことであ
る。上述の実施例の場合と同様に、一面目の画像情報、環境、記録材Ｐの種類などにより
、試験用画像の形成の可否を判断する条件を更に付加することも可能である。ここで、上
述の実施例の場合と同様に一面目の画像の所定位置の画像情報に基づいて試験用画像の形
成の可否を判断する場合には、この所定位置は次のようにすればよい。即ち、二面目にト
ナー像を転写するために記録材担持体２０１に担持される記録材Ｐの一面目の画像におけ
る、試験用画像に接触した記録材担持体上の位置に接触する位置とする。
【０１３９】
　尚、ここでは、ブラック用のステーションＳＫにおける紙間パッチについて説明したが
、その他のステーションの感光ドラム５０への紙間パッチについても、それぞれ上記ブラ
ック用のステーションＳＫの場合と同様に考えればよい。
【０１４０】
　又、上述の実施例では、紙間パッチが二次転写部を通過してから二次転写ローラが一回
転した後に発生する記録材の裏汚れについて説明した。しかし、紙間パッチの濃度や画像
形成装置本体の構成によっては記録材の裏汚れが、二次転写ローラの複数回転に渡って発
生することもある。本発明は、紙間パッチが二次転写部を通過してから二次転写ローラが
一回転した後に発生する記録材の裏汚れについてのみに適用されるものではなく、複数回
転した後に発生する記録材の裏汚れについても同様に適用できる。
【０１４１】
　又、上述の実施例では、中間転写ベルトを有し、且つ、二次転写ローラの周長が紙間よ
りもやや長い構成について説明したが、斯かる構成に限定されるものではない。上述のよ
うに、紙裏汚れが二次転写ローラの複数回転に渡って発生することもある。そのため、二
次転写ローラの周長が紙間より短い場合でも本発明を同様に適用することができる。
【符号の説明】
【０１４２】
　４０　　　　　中間転写ベルト
　６０　　　　　二次転写ローラ
　８８　　　　　メディアセンサ
　８９　　　　　温湿度センサ
　９０　　　　　濃度センサ
　９４　　　　　紙間パッチ
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